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第62回北海道消費者大会（報告）

第62回北海道消費者大会が9月2日（火）かでる2・7（札

幌市）で開催されました。

今年のメインテーマは「次代へつなぐ消費者運動～未

来へバトンを～」で、帯広消費者協会からは、村上会長

含め5名が参加しました。

開会式では、大会長の北海道消費者協会橋本会長か

ら「会員減少や高齢化の課題を抱える中、消費者運動は

講演では、まず消費者が社会全体を考慮して行動する「消費者市民社会」の重要性が高まっているこ

とが強調されました。

また、近年の消費者運動における新たな動きとして、若い世代のエシカル消費への関心の高まりが挙

げられ、こうした若い世代の関心は、今後の消費者運動の大きな原動力となり得るとの指摘もありました。

さらに、消費者運動を次代へつなぐための鍵として、生産者と消費者が互いを尊重し、連携する関係を

築くことの重要性が示されました。若い世代や地域に思いを伝え、共に行動していくことが、未来へつな

がる運動を育むことになると結ばれました。

続いて、北海道知事表彰（北海道社会貢献賞）の表彰式が

行われ、帯広消費者協会会員の山科千鶴子さん（大樹町消費

生活相談員）を含め４名の方が受賞されました。

基調講演では、法政大学大学院政策創造研究科准教授、

公益財団法人消費者教育支援センター 理事・首席主任研究

員 柿野 成美氏から「次代へつなぐ消費者運動」をテーマに、

消費者を取り巻く環境の急激な変化に対応する消費者運動の

あり方についてお話がありました。

私たちの生活と未来を守る大切な活動だと信じ、自信と誇りを持って次世代にバトンを繋いでいきま

しょう。」と挨拶がありました。
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法政大学大学院政策創造研究科准教授、

公益財団法人消費者教育支援センター 理

事・首席主任研究員 柿野 成美氏からは、各

報告に共通するキーワードとして「コーディネー

ターの役割」の重要性を指摘。消費者市民社

会を地域で構築するためには、人や資源を巻

き込み、対話の場を創出していくことが不可欠

であると述べられました。

パネルディスカッションでは、基調講演の講師を含め5名

の方が意見を交わしました。

ワークショップデザイン describe with 代表 高橋 優介氏

から、若者と地域・社会をつなぐための対話の場づくりに関

する実践事例を紹介。特に、ゲームや体験型教材を用い

た「ゲーミニケーション」は、理解度を深めると同時に楽しみ

ながら学べる有効な手段として強調されました。また、フー

ドドライブの事例から、地域資源と社会課題を結びつける

「コーディネーター」の重要性が指摘されました。

北海道大学文学部３年 未来開拓俱楽部 部長 吉野 真由氏からは、環境社会心理学を専門とする学生

の視点から、食品ロス問題への取り組みが報告されました。また、商品開発（「食べられるお皿」）や学生サー

クルのネットワークづくりを通じて、環境問題に関心がない層にもポジティブな側面からアプローチすることの

重要性を提示。家庭からの食品ロス削減には個人の意識変革が不可欠であり、そのための研究や活動の必

要性を話されました。

室蘭消費者協会会長安部益美氏からは、長年の課題であった若い世代との連携について、室蘭工業大

学と連携して開催した「スマホ安全教室」の成功事例を紹介。シニアと学生が共に学び、話し合うことで世代

を超えた交流が生まれ、新規会員の獲得にもつながった。この成功体験から、今後は中学校での講座実施

など、世代間のつながりを意識した消費者運動を推進していく方針が示されました。

北海道消費者協会 会長 長島 博子氏から、「北海道消費者

協会の活動の現状として、会員数の減少が課題である一方で、

エシカル消費への関心の高まりに触れ、私たちが取り組んできた

消費者市民社会に向けた活動が広がっていくことを期待してい

る。」と話され、パネルディスカッションが終了しました。

最後に、北海道消費者協会村上副会長（帯広消費者協会会

長）の閉会挨拶で大会が終了しました。

＜ 北海道消費者大会続き ＞

＊ 当協会に登録頂いている「協賛団体」の方をご紹介しております。
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工藤 一幸シェフの

牛乳・乳製品料理

講習会
ご案内

2025.11.20 (木)

１０：００～１４：００

日 時

とかちプラザ

４階 調理室
（帯広市西４条南１３丁目）

会 場

十勝フードデザイン研究所

代表 工藤 一幸 氏 (元北海道ホテル総料理長）

講 師

メニュー ・ 秋鮭とポテトの重ね焼き、ホットチリソース

・ ロールキャベツのスープ煮、焼きチーズ風味

・ 若鶏と十勝やさいのクリームシチュー

参 加 費 帯広協会会員 800円 非会員1,500円

定 員 24名 (定員になり次第締切)

持 ち 物 エプロン、三角巾、ふきん（3枚程度）

協 賛 よつ葉乳業株式会社

申込・詳細 帯広消費者協会 TEL０１５５－２２－７１６１

＊ 当協会に登録頂いている「協賛団体」の方を

ご紹介しております。

帯広消費者協会のホームページでは、

消費者トラブルの事例や料理講習会、

セミナーなど各種イベントの情報を紹

介しています。ぜひご活用ください。

URL https://obihiro-sk.main.jp/

帯広消費者協会

ホームページのご案内

帯広消費者協会
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：　令和7年9月中旬～10月1日まで

：　円(小数点以下銭）
令和7年10月　価格の動向

購 入 日

単 位

灯油（１㍑当たり）５店 ガソリン(１㍑当たり)11店

最低 最高 平均

今　月 123.20 134.20 127.00 今　月

最高 平均

127.00 前　月

最低 最高 平均

166.00 176.00 170.45

166.00 176.00 170.64前　月 123.20 134.20

今　月 1,810.88 2,728.00

プロパンガス（メーター買い）３店

１㎥当たり ５㎥当たり １０㎥当たり

最低 最高 平均 最低 最高

2,383.63 4,698.38

6,160.00

平均 最低

6,160.00

5,354.71 7,869.84 10,285.00 8,838.28

5,332.79 7,798.34 10,285.00 8,794.45

前　月 1,818.03 2,728.00 2,388.01 4,734.13

令和7年度 くらしのセミナー

講 師 森 浩之 氏（森鍼灸整骨院）

場 所 とかちプラザ 3階 304 （帯広市西4南13）

定 員 30名 ※ 受付10/29(水)まで

参加料 無料
※ 動きやすい服装でご参加ください。

座ってできる体操を中心に行います。水分補給は各自でお願いします。

＜申込・詳細 帯広消費者協会 TEL 0155ｰ22ｰ7161＞

11月 5日（水） 14時00分～15時30分

「今日からできる健康づくり」

～ つらい足のつりや関節の痛みなど、

あきらめていませんか？ ～

＊ 当協会に登録頂いている「協賛団体」の方をご紹介しております。
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令和7年度 相談件数 　協賛団体のご紹介（令和7年9月現在）

帯広市消費生活アドバイスセンター

室談相

定期購入トラブル ～ ポチっとする前に確認を！ ～

9月

143 件

ＮＯＷ (0155)22-8393

当協会の目的と活動にご協賛いただいている協賛団体の方々です。

● 来海有起税理士事務所
● 帯広地方卸売市場株式会社

● 東光舗道株式会社

● 株式会社ズコーシャ

● 株式会社 E 保険プランニング帯広東支店

● 宮坂建設工業株式会社

● 東洋株式会社

● 株式会社オカモトホールディングス

● 株式会社まるよし

令和7年度累計件数

(令和7年4月～9月)

745 件

【事例】 違約金や差額が必要！？

SNS広告からアクセスしたサイトでファンデーションを購

入した。初回が約２０００円と安かったので定期購入かもしれ

ないと思ったが２回目以降は解約すればよいと考え注文した。

その後、初回の商品が届き、２回目以降の解約のために事業者

に電話をかけたが「２回目の商品を受け取らずに解約する場合

は、定価の差額の８０００円を振込まなければ解約は完了しな

い」と回答された。注文時に差額精算が必要との注意事項を見

た覚えがなく初回のみで解約できると思っていた。

ネット通販で「いつでも解約可能」と思い定期購入で商品を注文し、2回目以降の解約を

申出たところ、「違約金を請求された」といったトラブルが発生しています。

＜相談窓口のご案内＞ 帯広市消費生活アドバイスセンター 0155―22―8393

【トラブルにあわないために】

ネット通販での「定期購入」では、申込前に「最終確認画面」をよく確認することが重要

です。なお、注文直後に表示された「割引クーポン」等を利用すると、契約条件が変更にな

る場合があります。その際も再度しっかりと確認しましょう

定期購入が条件になっていませんか？

（定期購入が条件になっている場合）継続期間や購入回数が決められていませんか？

支払うことになる総額はいくらですか？

解約の際の連絡手段を確認しましたか？

「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」等、返品条件や解約条件を

確認しましたか？

お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか？

最終確認画面をスクリーンショットで保存しましたか？

1回目 2回目

「最終確認画面」チェックリスト

違約金
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